
御野場病院訪問リハビリテーション運営規程 

 

第１章 事業の目的及び運営の方針 

（事業の目的） 

第 １条 医療法人正観会が開設する御野場病院（以下「病院」という）が行う指定訪問リハビリテーション事

業（以下「事業」という）の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、訪問

リハビリテーション従業者が、要介護状態又は要支援状態にある者（以下「要介護者等」という）に対し、適

正な指定訪問リハビリテーションを提供することを目的とする。 

 

（運営の方針） 

第 ２条 訪問リハビリテーション従業者は、要介護者等が要介護状態となった場合でも、可能な限り居宅にお

いて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必

要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。 

２  事業の実施に当たっては、市町村、地域の保健･医療･福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的な

サービスの提供に努める。 

 

（事業所の名称等） 

第 ３条 事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。 

一  名  称  御野場病院 

二  所在地  秋田市御野場二丁目４番１１号 

 

第２章 職員の職種、員数及び職務内容 

（職員の職種、員数、及び職務内容） 

第 ４条 訪問リハビリテーションに勤務する職員の職種、員数、及び職務内容は次の通りとする。 

一  管理者  １名 

管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。また、医学的観点から計画の作成に

必要な情報提供及びリハビリ方法についての指導、助言や利用者・家族に対する療養上必要な事項の指導、助言を

行う。 

二  医師   常勤 1名以上 

医師は、利用者の診察等医学的管理を行う。 

三  従業者   

① 理学療法士 常勤１名以上 

② 作業療法士 非常勤１名以上 

③ 言語聴覚士 常勤 1名以上 

   従業者は、利用者に交付した訪問リハビリテーション計画に基づき、適正な指定訪問リハビリテーションを

提供する。 

 

第３章 営業日及び営業時間 

（営業日及び営業時間） 

第 ５条 指定訪問リハビリテーションの営業日及び営業時間は、次の通りとする。 

一  営業日 



月曜日から金曜日とする。但し、年末年始（１２月３０日から１月３日）は除く。 

二  営業時間 

午前８時３０分から午後５時１５分までとする。 

    三 サービス提供時間 

      午前９時から午後５時までとする。 

 

第４章 指定訪問リハビリテーションの提供方法、内容及び利用料その他の費用の額 

（指定訪問リハビリテーションの提供方法） 

第 ６条 指定訪問リハビリテーションの提供の開始に際し、あらかじめ利用申込者またはその家族に対し、運

営規程の概要その他のサービスの選択に必要な重要事項を記した文書を交付して説明を行い、同意を得

る。 

第 ７条 居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画に沿った指定訪問リハビリテーションを提供す

る。 

２ 利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡

その他の必要な援助を行う。 

第 ８条 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサー

ビス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は

福祉サービスの利用状況等の把握に努める。 

第 ９条  指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は

福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。 

２ 指定訪問リハビリテーションの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行

うとともに、当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉

サービスを提供する者との密接な連携に努める。 

第１０条  正当な理由なく指定訪問リハビリテーションの提供を拒まない。ただし、通常の事業の実施地域など

を勘案し、利用申込者に対して適切な指定訪問リハビリテーションの提供が困難と認めた場合は、他の

指定訪問リハビリテーション事業者の紹介など、必要な措置を講じる。 

第１１条 指定訪問リハビリテーションの提供を求められた場合には、被保険者証により被保険者資格、要介護

認定、要介護認定の有効期間を確認する。 

２  前項の被保険者証に介護保険法第７３条第２項に規定する認定審査会意見が記載されている場合、そ

の意見に配慮して、指定訪問リハビリテーションを提供する。 

第１２条  指定訪問リハビリテーションの提供に際し、要介護認定を受けていない利用申込者には、要介護認定

の申請が既に行われているか否かを確認し、行われていない場合には利用者の意思を踏まえて速やかに

申請がなされるよう必要な援助を行う。 

２ 居宅介護支援（これに相当するサービスを含む。）が利用者に対して行われていない等の場合であっ

て必要と認めるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有

効期間の満了日の１ヶ月前にはなされるよう、必要な援助を行う。 

第１３条  指定訪問リハビリテーションの提供の開始に際し、利用申込者が法定代理受領サービスの要件を満た

していないとき（介護保険法第４１条第６項及び介護保険法施行規則第６４条各号のいずれにも該当し

ないとき）は、当該利用申込者又はその家族に対し、法定代理受領サービスを行うために必要な援助を

行う。 

 

 



（指定訪問リハビリテーションの内容） 

第１４条  指定訪問リハビリテーションの内容は次の通りとする。 

 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士によるリハビリテーションの実施 

 

（指定訪問リハビリテーションの利用料等） 

第１５条 指定訪問リハビリテーションを提供した場合の利用料の額は厚生大臣が定める基準によるものとし、

当該指定訪問リハビリテーションが法定代理受領サービスであるときは、その１割の額とする。 

２ 第１項の費用の支払を受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をした上で、

支払いに同意する旨の文書に署名（記名押印）を受けることとする。 

３  第１項の利用料の支払いを受けた場合は、提供したサービス内容及び利用料の額を記載したサービス

提供証明書を利用者に対して交付する。 

第１６条  指定訪問リハビリテーションを提供した際には、当該指定訪問リハビリテーションの提供日及び内容、

法定代理受領サービス費の額、その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこ

れに準ずる書面に記載する。 

 

第５章 通常の事業の実施地域 

（通常の事業の実施地域） 

第１７条  通常の事業の実施地域は下記の通りとする。 

秋田市御野場、仁井田、四ツ小屋、御所野、牛島、大住、上北手、山手台、茨島、卸町、豊岩（石田坂、

居使）、新屋（大川町、元町、表町、扇町、渋谷町、沖田町、田尻沢町、高美町、鳥木町、前野町、比内

町）、楢山（愛宕下、城南町、城南新町）、河辺（北野田、和田、戸島、畑谷）、雄和（芝野、田草川、本

田） 

 

第６章 サービス利用に当たっての留意事項 

（事故等防止） 

第１８条 リハビリテーション実施の際は、転倒事故等防止のため細心の注意を払うこと。 

 

（リハビリテーションサービスの制限） 

第１９条 医師の診察の結果、リハビリテーション等を控えたほうがいいと判断した場合は、利用者にその旨を

伝えサービスの利用を制限することがある。 

 

第７章 その他運営に関する重要事項 

（利用者に関する市町村への通知） 

第２０条  利用者が、正当な理由なく指定訪問リハビリテーションの利用に関する指示に従わずに要介護状態の

程度を増進させたと認められるとき、偽りや不正な行為によって保険給付を受けた、あるいは受けよう

としたときは、市町村に対して通知する。 

 

（勤務体制の確保） 

第２１条  利用者に対して、適切な指定訪問リハビリテーションを提供できるよう、訪問リハビリテーション従

業者の勤務体制を定める。 

２  指定訪問リハビリテーション従業者の質的向上を図るため、研修の機会を設け、業務体制を整備する。 

        



（秘密保持） 

第２２条  従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らさない。また、訪

問リハビリテーション従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た秘密を漏らすことが

ないよう、必要な措置を講じる。 

２  サービス担当者会議などにおいて、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族

の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておく。 

 

（居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止） 

第２３条  居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して事業所によるサービスを利用させること

の対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 

 

（苦情処理） 

第２４条  提供した指定訪問リハビリテーションに対する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、相

談窓口の設置など、必要な措置を講じる。 

２  自ら提供した指定訪問リハビリテーションに関して、介護保険法第２３条の規定により市町村が行う

文書などの提出や提示の求め、当該市町村の職員からの質問や照会に応じる他、利用者からの苦情に関

して市町村が行う調査にも協力する。市町村から指導又は助言を受けた場合は、それに従って必要な改

善を行う。 

３  指定訪問リハビリテーションに対する利用者からの苦情に関して、国民健康保険団体連合会が介護保

険法第１７６条第１項第２号に基づき行う調査に協力する。自ら提供した指定訪問リハビリテーション

に関して国民保険団体連合会から指導または助言を受けた場合は、それに従って必要な改善を行う。 

 

（事故発生時の対応） 

第２５条  利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、

利用者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じる。 

２  利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害

賠償を速やかに行う。ただし、事業所の責に帰すべからざる事由による場合は、この限りではない。 

 

（ハラスメント等の防止のための措置） 

第２６条 ハラスメント等の対策に関する事業所の責務を踏まえ、次の措置を講ずるものとする。 

一 従業者に対するハラスメント等の指針の周知・啓発を実施する。 

二 従業者からの相談に応じ、適切に対処するための体制を整備する。 

三 その他、ハラスメント等の防止のために必要な措置の実施。 

 

（虐待防止に関する事項） 

第２７条 事業所は利用者の人権擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。 

一 虐待防止のため対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用可）を定期的に開催するとともに、 

その結果について従業者に周知徹底を図る。 

二 事業所における虐待防止のための指針を整備する。 

三 従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施する。 

四 上記措置を適切に実施するための担当者を設置する。 

五 事業所はサービス提供中に当該事業所従事者または養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する 



者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するも 

のとする。 

 

（感染症の予防及び、まん延防止のための措置） 

第２８条 事業所は感染症の予防及び、まん延防止のために次の措置を講ずるものとする。 

一 事業所における感染症の予防及び、まん延防止のための対策を検討する委員会を概ね６月に１回以 

上開催するとともに、その結果等について従業者に周知徹底を図る。 

二 事業所における感染症の予防及び、まん延防止のための指針を整備する。 

三 事業所において従業者に対し感染症の予防及び、まん延防止のための研修・訓練を定期的に実施す 

る。 

四 事業所は従業者に対し年１回以上の健康診断を実施する。 

 

（業務継続計画の策定等） 

第２９条 事業所は感染症や非常災害の発生時において、サービス提供を継続的に実施するため及び非常時の 

体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」）を策定し、当該業務継続計画に従い 

必要な措置を講ずるものとする。 

一 事業所は従業者に対し業務継続計画について説明・周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期

的に実施するものとする。 

二 事業所は定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとす 

る。 

 

（その他） 

第３０条  この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人正観会と 

指定訪問リハビリテーションの管理者との協議に基づいて定める。 

 

 

附則 

この規程は、平成１８年  ４月 １日より施行する。 

      平成２４年 １２月 ２８日改訂 

平成２６年  ９月  １日改訂 

平成２７年  ４月  １日改訂 

令和２年  ２月 １日改訂 

令和３年  ４月 １日改訂 

令和３年  １０月 １１日改訂 

令和４年  ４月 １日改訂 

令和５年  ４月 １日改訂 

令和６年  ３月 ３１日改訂 


